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第2章 アメリカ合衆国における社会保険・労働保険の徴収事務一元制度の実態と課題 

 

第 1 節 アメリカ合衆国における社会保険・労働保険の保険税制度 

 

1 アメリカ合衆国における社会保障制度の概要 

 アメリカ合衆国（以下、アメリカ）における狭義の社会保障とは、老齢・遺族・障害年金

保険（OASDI：Old-Age Survivors and Disability Insurance）を指す。広義には、老齢・

遺族・障害年金保険のほかに、メディケア（Health Insurance for Aged and Disabled）、

一時的障害保険（Temporary Disability Insurance）、失業保険、労働災害補償保険、黒肺

病給付（the Black Lung Benefits Program）、退役軍人給付（Veterans Benefits）、所得支

援プログラム(Income Support Program)、民間年金プラン(Private Pension Plan)を指す1。 

 また、アメリカには包括的な公的扶助はないものの、貧困家庭への一時的扶助

（Temporary Assistance to Needy Families）、補足的保障所得（Supplemental Security 

Income (SSI)）、要扶養児童家族扶助(Aid to Families with Dependent Children =AFDC)、

食料スタンプ（Food Stamp）等の社会保障制度がある。ただし、これらは一般財源によって

運営されているものであるので、保険方式による制度をテーマとする本稿の対象ではない。

ちなみに周知のとおり、年金の分野では私的年金制度、企業年金制度が発達している。 

 

 社会保険である年金、健康保険と一時的障害保険等は連邦政府によって担われている。労

働保険のうち失業保険については、連邦政府によって担われる部分と州政府によって担われ

る部分がある。失業保険給付や職業紹介業務に関しては州政府が行っている。労災保険につ

いては、連邦政府による連邦政府職員の制度、炭鉱労働者を対象とする制度、港湾労働者を

対象とする制度などとともに、各州において州政府が監督する制度がある。州別労災補償制

度は州政府自身が運営する州もあれば、州の公的機関が運営する州、民間保険会社が一部運

営の役割を担う州もあれば、民間保険会社のみが運営主体となっている州もある。 

 

（1）社会保険制度の概要 

 

ア 年金 

 アメリカの公的年金制度は、老齢・遺族・障害保険（OASDI）と称し、適用対象者となる

被用者や自営業者が保険料に相当する社会保険税（Social Security Tax）を一定期間以上

納めることによって受給要件を満たし、その受給要件に基づいて支給開始年齢に達したとき

から死亡するまで年金給付を支給する社会保険制度である2。 

                                                 
1
 

U. S. Social Security Administration, 2007 
2 藤田伍一ら（2000）p86 
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 アメリカの公的年金制度には、一般的制度である老齢・障害・遺族年金の他に、連邦公務

員や鉄道職員と、多くの州・地方公務員に適用される個別の年金制度に大別される。 

 

イ 健康保険 

 アメリカは全国民をカバーする公的医療保障制度がないという点で主要先進諸国の中で唯

一例外の国である。65 歳以上の高齢者と一定の障害者を対象とする連邦政府による公的保障、

すなわちメディケア（Medicare：高齢者医療保険制度）および、低所得者を対象とし州政府

が実施する公的保障、すなわちメディケイド（Medicaid：医療扶助制度）があるのみである3。 

 メディケアは①病院保険（Hospital Insurance：HI＝パート A）②補足的医療保険

（Supplementary Medical Insurance：SMI＝パート B）③その他、メディケア（パート C）④

処方箋プラン（パート D）からなる。 

 病院保険には入院患者サービス、ナーシングホーム・サービス、結核、精神病院サービス、

在宅医療サービスなどがある。補足的医療保険は、パートＡ適用を受ける者で任意に保険料

を支払うことによって内科医、外科医によるオプショナル治療、在宅治療を受けられるサー

ビスである。パート Cは、パート Aによる病院保険の入院患者サービスの上限日数を越えて

しまった場合の追加的な保険である。処方箋薬プランは、2006 年 1 月に施行された任意加入

の保険である。病院保険、医療保険、複合メディケアプランのいずれかに加入していれば処

方薬プランに加入する権利を持ち、加入者は月額の保険料を支払うことで、医師の処方する

薬剤に対して給付を受けられる4。 

 病院保険は社会保障税（Social Security Tax）が主たる財源である。補足的医療保険以

下は任意加入の保険である5。 

 メディケイドはすべての州で実施しているが、州政府が自主的に実施し、連邦政府が補助

金を給付する。約 54％が連邦政府の支出、約 46％が州政府の支出である6。 

 

（2）労働保険制度の概要 

 

ア 連邦失業保険 

 連邦政府による失業保険制度と各州政府による失業保険制度がある。 

 連邦政府による失業保険は以下のとおりである7。これらは一般財源8 による運営である。 

 

                                                 
3 藤田伍一ら（2000）p185 
4 橋都（2006） 
5 藤田伍一ら（2000）p189 
6 藤田伍一ら（2000）p197 
7 出所：連邦労働省ホームページ（http://www.dol.gov/dol/topic/unemployment-insurance/index.htm） 
8 ここで言う「一般財源による」とは所得税や法人税として徴収され国庫に収められて一般財源化されたもの

を原資として運営されるプログラムのことである。 



－ 37 － 

(ｱ) 傷害失業支援（Disaster Unemployment Assistance＝DUA） 

 就業機会が大統領の認める災害によって失われてしまった者に対する金銭面での

支援 

(ｲ) 元連邦政府職員のための失業保険 

（Unemployment Compensation for Ex-Servicemembers） 

 元軍関連職員の中で有資格者に対する給付プログラム 

(ｳ) 失業率が高い時期に、通常失業保険給付が終了してしまった労働者に対して行われ

る延長給付 

(ｴ) 再調整手当（Trade Readjustment Allowances＝TRA）： 

 失業給付期間を満了してしまい、しかも外国製品の輸入の影響を受けたために職

を失った労働者を対象とする所得支援手当 

(ｵ) 自営業者支援 

 早期再就職機会を促進するための自営業者支援 

(ｶ) 拡大失業保険給付 

 失業保険給付を満了してしまった労働者に対して、州別の失業保険を財源として

拡大給付されているが、この財源うち 50％が連邦失業保険税による歳入が当てら

れている。連邦失業保険税は主に州別労働省における失業保険給付行政の運営費に

当てられる。 

 

イ 州別失業保険制度 

アメリカにおける一般的な失業保険給付は州政府によって行われている。各州の失業保

険制度の枠組みについては表 1 に示した。 

 

(ｱ) 州別の特別プログラムの一例 

 上記のような一般的な失業保険給付のほかに、ニュージャージー州では以下のよ

うな給付が用意されている9。 

障害保険（Disability Insurance）、労働力開発・追加的労働力基金（Workforce 

Development/Supplemental Workforce Funds）、健康保険助成基金（Health Care 

Subsidy Fund）。 

 

 

 

 

                                                 
9 出所：連邦労働省ホームページ（http://lwd.dol.state.nj.us/labor/forms_pdfs/ea/UC45%202007.pdf） 
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表 1 米国州別失業保険の類型 
表 失 類

最低額 最高額 最低率 最高率 新規
アラバマ州 15-26 45 235 8,000 同連邦 0.44 6.04 2.7
アラスカ州 16-26 44-68 248-320 31,300 全て 1.0 5.4 1.5
アリゾナ州 12-26 60 240 7,000 同連邦 0.02 5.4 2.0
アーカンソー州 9-26 73 409 10,000 ※ 0.1 10.0 2.9
カリフォルニア州 14-26 40 450 7,000 ※ 1.3 5.4 3.4
コロラド州 13-26 25 413-455 10,000 同連邦 0.0 5.4 1.7
コネチカット州 26 15-30 501-576 15,000 同連邦 0.5 5.4 3.1
デラウェア州 24-26 20 330 10,500 同連邦 0.3 8.2 2.1
ワシントンＤＣ 19-26 580 359 9,000 全て 1.3 6.6 2.7
フロリダ州 9-26 32 275 7,000 同連邦 0.12 6.6 2.7
ジョージア州 6-26 44 320 8,500 同連邦 0.03 5.4 2.7
ハワイ州 26 5 523 13,000 全て 0.0 5.4 1.7
アイダホ州 10-26 58 364 32,200 同連邦 0.262 5.4 1.0
イリノイ州 26 51-70 369-511 12,000 同連邦 0.2 5.4 2.8
インディアナ州 8-26 50 390 7,000 同連邦 1.1 6.6 2.7
アイオワ州 9-26 51-62 347-426 22,800 同連邦 0.0 5.6 1.0
カンザス州 10-26 101 407 8,000 同連邦 0.0 8 4.00又は6.00
ケンタッキー州 15-26 39 415 8,000 同連邦 0.5 7.4 2.7
ルイジアナ州 21-26 10 258 7,000 同連邦 0.1 9.5
メイン州 14-26 57-85 331-496 12,000 同連邦 0.42 6.2 1.53
メリーランド州 26 25-65 380 8,500 全て 0.3 5.4 2.4
マサチューセッツ州 10-30 32-48 600-900 14,000 ※ 1.26 7.5 2.83
ミシガン州 14-26 113-143 362 9,000 ※ 0.06 12.27 2.7
ミネソタ州 10-26 38 ※ 25,000 全て 0.4 10.3 2.32
ミシシッピ州 13-26 30 210 7,000 同連邦 0.4 9.3 2.7
ミズーリ州 8-26 45 320 12,000 同連邦 0.0 5.4 2.7
モンタナ州 8-28 114 386 23,800 ※ 0.13 6 平均値
ネブラスカ州 14-26 30 298 9,000 同連邦 0.0 6.3 1.29
ネバダ州 12-26 16 362 24,600 ※ 0.25 5.4 2.95
ニューハンプシャー州 26 32 427 8,000 同連邦 0.1 5.4 2.7
ニュージャージー州 1-26 85-97 560 27,700 ※ 0.1825 6.5 2.6825
ニューメキシコ州 -26 66-99 355-455 19,900 同連邦 0.03 5.4 2.0
ニューヨーク州 26 40 405 8,500 ※ 0.5 5.4 3.4
ノースカロライナ州 13-26 39 457 18,600 同連邦 0.0 8.5 1.2
ノースダコタ州 12-26 43 385 22,100 同連邦 0.2 5.7 1.17
オハイオ州 20-26 103 365-493 9,000 同連邦 0.5 9.86 2.7
オクラホマ州 18-26 16 392 13,600 同連邦 0.1 9.2 1.5
オレゴン州 3-26 108 463 30,200 ※ 0.9 5.5 2.4
ペンシルバニア州 16又は26 35-43 539-547 8,000 全て 0.3 9.2 3.5
ロードアイランド州 8-26 68-118 513-641 14,000 全て 1.69 9.79 2.43
サウスカロライナ州 15-26 20 326 7,000 同連邦 0.54 5.4 2.64
サウスダコタ州 15-26 28 285 9,000 同連邦 0.0 8.5 1.2
テネシー州 13-26 30 275 7,000 同連邦 0.3 10 2.7
テキサス州 10-26 57 378 9,000 同連邦 0.22 6.22 2.7
ユタ州 10-26 26 427 25,400 全て 0.1 9.1 1.1
バーモント州 26 61 409 8,000 同連邦 0.8 6.5 1.0
バージニア州 12-26 54 363 8,000 同連邦 0.1 6.2 2.5
ワシントン州 1-26 122 515 31,400 全て 0.38 6.02 平均値＋15
ウェストバージニア州 26 24 408 8,000 同連邦 1.5 7.5 2.7
ウィスコンシン州 12-26 53 355 10,500 同連邦 0.0 8.9 3.4
ワイオミング州 11-26 28 387 20,100 全て 0.27 9.03 平均値

給付期間
（週）

課税対象所
得（ドル）

保険税率（％）週給付額（ドル）
適用

 
出所：連邦労働省ホームページ, EMPLOYMENT AND TRAINING ADMINISTRATION, Office of Workforce Security

（SIGNIFICANT PROVISIONS OF STATE UNEMPLOYMENT INSURANCE LAWS JANUARY 2008） 

http://www.dol.gov/esa/regs/statutes/owcp/stwclaw/stwclaw.htm 

※詳細については、上記のホームページアドレスを参照。 

 



－ 39 － 

ウ 労災補償保険 

(ｱ) 連邦労災補償保険 

 労災補償保険制度は、連邦政府によるものには、大きくわけて 4 つのプログラム

がある。すなわち、 

▽ 連邦政府職員補償（the Federal Employees' Compensation Program） 

▽ 港湾・造船労働者補償（the Longshore and Harbor Workers' Compensation 

Program）、 

▽ 黒肺病補償給付（the Black Lung Benefits Program）＝炭鉱労働者補償 

▽ エネルギー従業員労働災害補償（ The Energy Employees Occupational 

Illness Compensation Program）である10。 

(ｲ) 州別労災補償保険 

 その他の一般的な労働者は州別の労災補償保険制度の適用を受ける。ほとんどの

州で労災補償保険は強制加入となっている。運営主体（保険者）は州政府による場

合、州の基金や外庁が行う場合、民間の保険会社による場合、民間保険会社と事業

主またはそのグループによる組み合わせの場合があり、各州によってさまざまであ

る11。 

    なお、各州での労災補償保険制度の枠組みについては表 2 を参照。 

 

2 本稿の対象領域 

 本稿は政府が主たる役割を果たす社会保険、労働保険を対象とする。その中でも一般財源

による運営ではなく、事業主や労働者の拠出によって成り立っている制度を対象とする。関

連する民間によって担われている保険制度については参考程度の記述にとどめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 出所：連邦労働省ホームページ（http://www.dol.gov/dol/topic/workcomp/index.htm） 
11 出所：連邦労働省ホームページ（http://www.dol.gov/esa/regs/statutes/owcp/stwclaw/stwclaw.htm） 
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表 2 米国州別労災補償保険の類型（2006 年 1 月現在） 
表

単一企業 企業集団
アラバマ州 強制 無 無 可 可 可 5人
アラスカ州 強制 有 無 可 可 不可 無
アリゾナ州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 無
アーカンソー州 強制 有 無 可 可 可 3人
カリフォルニア州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
コロラド州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 1人
コネチカット州 強制 有 無 可 可 可 無
デラウェア州 強制 無 無 可 可 不可 無
ワシントンＤＣ 強制 無 無 可 可 不可 無
フロリダ州 強制 有 無 可 可 可 4人
ジョージア州 強制 有 無 可 可 可 3人
ハワイ州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
アイダホ州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 不可 無
イリノイ州 強制 無 無 可 可 可 無
インディアナ州 強制 無 無 可 可 不可 無
アイオワ州 強制 有 無 可 可 可 無
カンザス州 強制 無 無 可 可 可 無
ケンタッキー州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 無
ルイジアナ州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 無
メイン州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 無
メリーランド州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 無
マサチューセッツ州 強制 無 無 可 可 可 無
ミシガン州 強制 有 無 可 可 可 3人
ミネソタ州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
ミシシッピ州 強制 無 無 可 可 可 5人
ミズーリ州 強制 無 無 可 可 可 5人
モンタナ州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 無
ネブラスカ州 強制 無 無 可 可 不可 無
ネバダ州 強制 無 無 可 可 可 無
ニューハンプシャー州 強制 無 無 可 可 可 無
ニュージャージー州 選択 無 無 可 可 不可 無
ニューメキシコ州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 3人
ニューヨーク州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
ノースカロライナ州 強制 無 無 可 可 可 3人
ノースダコタ州 強制 無 基金による独占 不可 不可 不可 無
オハイオ州 強制 有 基金による独占 不可 可 不可 無
オクラホマ州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
オレゴン州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
ペンシルバニア州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
ロードアイランド州 強制 有 有（民間と競合） 可 可 可 無
サウスカロライナ州 強制 有 無 可 可 可 4人
サウスダコタ州 強制 有 無 可 可 可 無
テネシー州 強制 有 無 可 可 可 5人
テキサス州 選択 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
ユタ州 強制 無 有（民間と競合） 可 可 可 無
バーモント州 選択 有 無 可 可 不可 無
バージニア州 強制 有 無 可 可 可 3人
ワシントン州 選択 無 基金による独占 不可 不可 可 無
ウェストバージニア州 強制 無 基金による独占 不可 不可 不可 無
ウィスコンシン州 選択 無 無 可 可 不可 3人
ワイオミング州 強制 無 基金による独占 不可 不可 不可 無

従業員数によ
る適用除外

自家保険
州運営の基金

民間保険
の可不可

適用免除
の有無

強制／
　 選択

 

出所：連邦労働省ホームページ（State Workers’ Compensation Laws, Table 1） 

http://www.dol.gov/esa/regs/statutes/owcp/stwclaw/stwclaw.htm 

(Table 2. Numerical Exemptions) 

http://www.dol.gov/esa/regs/statutes/owcp/stwclaw/tables-pdf/table2.pdf 
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3 保険制度に係る根拠法令 

（1）年金保険 

 老齢・障害・遺族保険は 1935 年社会保障法（Social Security Act）タイトルⅡに規定さ

れている。 

 

（2）健康保険 

 アメリカの医療保険メディケアは 1965 年社会保障法タイトル XVIII として成立し、1966

年 7月から実施されている12。 

 

（3）連邦失業保険制度 

 連邦失業保険は、1935 年社会保障法タイトルⅢに規定されている。州別失業保険制度は

各州の失業保険法に基づく。一例を挙げればニュージャージー州では、New Jersey 

Unemployment Compensation Law13 に基づく。 

 

（4）労災補償保険制度 

 一般的な労災補償保険は、各州法で定められている。一例を挙げれば、ニュージャージー

州では Workers’ Compensation Law14 に基づく。 

 連邦政府の特別プログラムについて、連邦政府職員補償プログラムは The Federal 

Employees' Compensation Act を根拠法とし、港湾・造船労働者補償プログラムは The 

Longshore and Harbor Workers' Compensation Act、黒肺病補償給付プログラムは Black 

Lung Benefits Act、エネルギー従業員労働災害補償プログラムは Energy Employees 

Occupational Illness Compensation Actが根拠法である。 

  

4 運営機関・体制 

（1）老齢年金運営機関 

 年金給付を運営、すなわち適用対象者（被保険者）の登録、社会保障税納付の記録および

転職に伴う通算措置や年金給付額の算定、老齢年金、遺族年金、障害年金の申請手続き等の

管理・運営を行うのは、社会保障庁（Social Security Administration）である。 

 社会保障庁の本部はメリーランド州ボルチモアにあり、この本部で OASDI に係る行政機構

と社会保障税納付記録と年金給付計算に係る計算センター（The Office of Central 

Records Operations）がある15。職員数は約 62,000 人、15 の中央事務所、10 の地域事務所、

6 つのプロセスセンター（ processing centers）、約  1,300 の社会保障事務所（ field 

                                                 
12 藤田伍一ら（2000）p187 
13 出所：ニュージャージー州労働省ホームページ（http://nj.gov/labor/uimod/pdfs/UI.pdf） 
14 出所：連邦労働省ホームページ（http://lwd.dol.state.nj.us/labor/forms_pdfs/wc/pdf/wc_law.pdf） 
15 藤田伍一ら（2000）p95 
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offices）を設置している16。 

 老齢年金の積立金の管理を一般財源から分離して行なっているのが老齢年金・遺族年金保

険信託基金（Old-Age and SurvivoRSInsurance Trust Fund）17 である。 

 また、老齢・障害・遺族年金の運営コストは納付額 7,449 億ドルのうち 0.9％（2006 年）

である18。 

 

（2）健康保険の運営機関 

 メディケアについては保健社会福祉省（Department of Health and Human Service が運

営している（実際の運営は関係組織であるメディケア・メディケイド・サービス・センター、

Centers for Medicare & Medicaid Services19 による。） 

 保健社会福祉省の年間予算は 6,975 億ドル（2007 年度）、職員数は 66,890 人である。メデ

ィケア・メディケイド・サービス・センターの年間予算は、5,698 億ドル、職員数は 4,538

人である20。 

 

（3）失業保険制度の運営機関 

 連邦失業保険制度を運営するのは連邦労働省雇用訓練局（ Employment & Training 

Administration）である。 

 州別失業保険制度を運営するのは各州の労働省または独立した部局や委員会である。一例

を挙げれば、ニュージャージー州では、労働・労働力開発省（Department of Labor and 

Workforce Development）の失業保険部（Division of Unemployment Insurance）が担当し、

メリーランド州では、労働・ライセンス・規制省（Department of Labor, Licensing and 

Regulation）の失業保険部（Division of Unemployment Insurance）が担当している。 

 

（4）労災補償保険の運営機関 

 連邦労災補償制度の運営機関は以下の通りである。連邦政府職員補償プログラムは雇用基

準局（ Employment Standards Administration)の労災補償プログラム室（ Office of 

Workers' Compensation Programs) 、 連 邦 職 員 労 災 補 償 部 （ Division of Federal 

Employees' Compensation）である。港湾・造船労働者補償プログラムは同局同室の港湾・

造船労働者労災補償部（Division of Longshore and Harbor Workers' Compensation）であ

る。鉱山労働者労災補償部（Division of Coal Mine Workers' Compensation）である。黒

肺病補償給付プログラムは同局同室の鉱山労働者労災補償部（Division of Coal Mine 

                                                 
16 出所：社会保障庁ホームページ（http://www.ssa.gov/otherssasites/） 
17 藤田伍一ら（2000）p88 
18 U. S. Social Security Administration, 2007, p3 
19 出所：同省ホームページ（http://www.cms.hhs.gov/） 
20 出所：同省ホームページ（http://www.hhs.gov/about/whatwedo.html/） 
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Workers' Compensation）である。エネルギー従業員労働災害補償プログラムは同局同室の

エネルギー従業員職業病補償部（Division of Energy Employees Occupational Illness 

Compensation）である。 

 

 一般的な労働者に関する労災補償保険制度については既述のとおり、運営主体が様々であ

る。ノースダコタ州やワイオミング州などでは州政府が労災保険制度の運営までを行ってい

る。だがこれらは少数例であり、多くの州では、各州の労働省及び労災補償委員会が監督行

政を担当しているだけで、運営自体（保険者）はさまざまである。 

 一例を挙げれば、メリーランドにおいて労災補償委員会 21（Workers’ Compensation 

Commission）が監督し、運営主体は IWIF（The Injured Workers' Insurance Fund）22とい

う公的機関を前身とする組織や、民間保険会社、特に大企業は自家保険とさまざまである。

労災補償委員会は会長 1 人、委員 10 人、理事（Executive Director）1 人、職員数 145 人か

らなる。組織運営の財源は企業の労災補償保険料の一部による。会長と委員は州知事によっ

て任命される23。IWIF はメリーランドにおいて労災補償保険を運営する最大手でシェアは

32％を占める。職員数 384 人。年間保険料収入は  3  億 2,124 万ドル強、投資収入 6,682 万ド

ル、保険請求による支出が  2  億 7,866 万ドル強である24。ちなみに労災補償委員会の年次報

告に示されている 2007 年のメリーランドにおける保険請求ベースの保険者別の占有率の構

成は以下のとおりである。IWIF が 22.5％、民間保険は 48.2％、自家保険利用者 27.6％（政

府関係機関 18.3％、病院 2.9％、その他自家保険経営者 5.0％、企業グループによる自家保

険 1.4％）、その他非保険者 1.7％25。また、保険未加入の経営者に雇用される労働者が労働

災害に見舞われた場合、労働者を救済するためにあるのが Uninsured Employers' Fund26で

ある。 

 ニュージャージー州に関しては、運営主体は民間あるいは自家保険であり、労働省労災補

償部（Division of Workers' Compensation）が監督する。 

 

5 適用対象と任意拠出 

（1）社会保険 

ア 公的年金（老齢・障害・遺族年金） 

 老齢・障害・遺族年金の納付適用対象者は、アメリカに居住し有償活動に従事する企業経

                                                 
21 出所：同委員会ホームページ（http://www.wcc.state.md.us/Index.html） 
22 出所：IWIF ホームページ（http://www.iwif.com/html/comp/06_01.shtml） 
23 Maryland Workers’Compensation Commission Annual Report Fiscal Year 2007： 

（http://www.wcc.state.md.us/Gen_Info/Publications.html#brochures） 
24 IWIF Annual Reports 2006： 

（http://www.iwif.com/pdf/06%20reports/2006%20IWIF%20Annual%20Report%20Complete%20Version.pdf） 
25 直前脚注と同出典（p13） 
26 出所：同基金ホームページ（http://www.qis.net/~uef/） 
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営者、被用者、年収 400 ドル以上の自営業者である27。 

 

イ 健康保険 

 メディケアの給付適用対象は年金受給資格のある 65 歳以上の高齢者、65 歳未満の障害年

金受給者、終末期腎不全者である。 

 

（2）労働保険 

ア 失業保険制度 

 一般的に以下の場合、事業主は連邦・州別失業税を支払わなければならない。すなわち①

暦年で 4 半期ごとに総計 1,500 ドル以上の賃金を従業員に支払っている事業主、②暦年で 20

週以上の期間、 1 週間に 1 日、少なくとも 1 人以上の従業員を雇っている経営者。これは連

続していようとなかろうと適用を受ける。ただし、州によっては異なる適用を設けていると

ころもある28。 

 

(ｱ) 家庭内労働者（Domestic Employers）の適用 

家庭内労働者の事業主は四半期に 1,000 ドル以上の現金給与を支払っている場合に連邦・

州別失業保険税を支払わなければならない。家庭内労働者とはベビーシッターや介護労働者、

清掃人、運転手、などを指す29。 

 

(ｲ) 農業関連従業員の事業主 

 次の事業主に該当すれば連邦失業税を支払わなければならない。①四半期に 20000 ドル以

上の現金賃金を支払っている。②20 週ごとの少なくとも 1 日、10 人以上の従業員を雇って

農業労働に従事させている。20 週というのは連続した期間である必要はない。10 名の従業

員というのは同一である必要はないし、全ての従業員が同時に就労している必要もない。例

外もあるが、原則として農業関連の事業主は州別失業税を支払う義務がある30。 

 

 

                                                 
27 社会保障庁のホームページ参照： 

http://ssa-custhelp.ssa.gov/cgi-bin/ssa.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=172&p_created 

=955651537&p_sid=ikX5T4i&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2

dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9NCw0JnBfcHJvZHM9JnBfY2F0cz03LDcwJnBfcHY9JnBfY3Y9Mi43MCZwX3NlYXJjaF90eXB

lPWFuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0x&p_li=&p_topview=1 

ちなみに、橋都（2006）によると臨時的農業労働者や 1984 年以前に雇用された一部の連邦公務員等は除外

される。 
28 連邦労働省雇用訓練局「Unemployment Insurance Tax Topic」参照： 

http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/uitaxtopic.asp 
29 出所：連邦労働省ホームページ（http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/uitaxtopic.asp） 
30 出所：連邦労働省ホームページ（http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/uitaxtopic.asp） 
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(ｳ) 州別失業保険 

 各州の失業保険制度の適用範囲については表 1 を参照。 

 受給資格、給付額、支給期間等については各州法が規定している。一般的に、給付額は直

近の 52 週の個人所得の一定割合にもとづいて算定されて、州の定める限度額まで支払われ

る。多くの州の最長支給期間は 26週である。 

 

(ｴ) 州別制度：ニュージャージー州における失業保険適用範囲 

 事業を開始し 1 人以上を雇用し、支払い給与が暦年で 1,000 ドルを超えた場合に適用とな

る（New Jersey Unemployment Compensation Law, the law N.J.S.A. 43:21-(19)(h)(1).に

規定）31。 

 

イ 労働災害補償制度  

 米国の一般的な労働者を対象とする労災補保険償制度は州法に委ねられ、各州の労災補償

法で強制適用が明記されている。ただし、ごく一部の州を除く32。適用除外など各州の制度

の主な特徴に関しては表 2 を参照33。例えば、アラスカ州では非営利企業の職員は適用が免

除されている。フロリダ州では企業の事務職社員は適用免除を選択することは可能である。

ただし建設業に関しては社員 2 人以下の企業でその社員が 10％以上の会社所有権を証明で

きれば適用免除される。 

 適用範囲は大部分の州で  1 人以上の被用者を使用する全ての使用者とされているが、一部

の州では  3 人から  5 人という最低基準を設けており、それを下回る使用者は適用を受けない

（表 2 参照）。 

 

                                                 
31 出所：連邦労働省ホームページ（http://lwd.dol.state.nj.us/labor/employer/ea/empreg/ealiability.html） 

ニュージャージー州ホームページ（http://nj.gov/labor/uimod/pdfs/UI.pdf） 
32 中窪（1995）p259、連邦労働省労災部ホームページ：State Workers' Compensation Laws, Table 1. Type 

of Law and Insurance Requirements for Private Employment 

（http://www.dol.gov/esa/regs/statutes/owcp/stwclaw/stwclaw.htm）  

Table 2. Numerical Exemptions 

（http://www.dol.gov/esa/regs/statutes/owcp/stwclaw/tables-pdf/table2.pdf） 
33 出所：連邦労働省のホームページ、下記のアドレスを参照（2007年 11 月 29日アクセス） 

（http://www.dol.gov/esa/regs/statutes/owcp/stwclaw/tables-pdf/table1.pdf） 
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第 2 節 社会保険・労働保険の保険税徴収事務の制度 

 保険の種類別に納付者、徴収機関、税率をまとめたものがず表 3 である。 

 

表 3：社会保険・労働保険別の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アメリカにおける社会保険・労働保険徴収の概要を示したのが図 1 である。連邦及び州別

の徴収と納付記録の流れを、保険種別に示してある。詳細については第 2 節 1 以下で記述す

る。 

 

図 1：社会保険・労働保険の徴収の枠組み 
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1 財源と税率 

（1）年金の財源 

 

 老齢・障害・遺族年金に関する社会保障税率は所得の 6.2％（労使折半）、自営業者は

12.4％である。 

 老齢・障害・遺族年金の年間予算は 7,449 億ドル（2006 年）で、そのうち、社会保障税

（The Federal Insurance Contributions Act (FICA) tax）の税収が 84％、給付総額を上回

る歳入分を信託基金に積み立てて運用した収入が 14％、年金給付に対する課税が 2 ％から

成っている34。 

 ここで予めことわっておくが、アメリカにおいて社会保険と後述する失業保険の納付は

「保険料」とは呼ばず、それぞれ「社会保障税」「失業保険税」と「税」として徴収される。

ただ、年金や失業保険は納付実績に応じて給付が決定されるように実質的には保険方式をと

っている。藤田ら（2000）によれば、税方式であることが米国の社会保障制度の特徴の一つ

である。税方式を制度としてとらなければならなかった理由もある。その背景は 3－2 で述

べる。 

 

（2）健康保険の財源 

 社会保障税を主たる財源とする35。メディケアの病院保険（HI＝パート A）の財源は賦課

方式であり、被用者および自営業者によって納付される社会保障税によって賄われている。

税率は労使が所得の 1.45％ずつを折半する。自営業者の場合は所得の 2.9％である36。ちな

みに、パート Bの財源は受給者の月々の保険料と連邦政府の負担からなる37。 

 

(3) 社会保障税の課税対象所得 

 2008 年の社会保障税率は労使折半で 7.65％ずつ負担する。自営業者は 15.30％ である。

内訳として社会保障＝年金関連では課税上限所得（10 万 2,000 ドル、2008 年）に対して

6.2％、メディケア関連として、上限なくすべての所得に対して 1.45％である。ただし、税

額上限は 6,324 ドル（2008 年）である。ちなみに、年金関連の課税対象所得は年々上昇して

おり 2006 年 9 万 4,200 ドル、2007 年 9 万 7,500 ドルであった38。 

 社会保障税は他の税とともに一括して徴収し、いったん国庫に納入した後、老齢・遺族保

                                                 
34 U. S. Social Security Administration, 2007 
35 藤田(2000） 
36 U. S. Social Security Administration, 2007 
37 藤田(2000） 
38 出所：社会保障庁ホームページ 

（http://ssa-custhelp.ssa.gov/cgi-bin/ssa.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=215&p_created 

=956064531&p_sid=72fjkXWi&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPSZwX3NvcnRfYnk9JnBfZ

3JpZHNvcnQ9JnBfcm93X2NudD0yNSwyNSZwX3Byb2RzPSZwX2NhdHM9NyZwX3B2PSZwX2N2PTEuNyZwX3NlYXJjaF90eXBlPW

Fuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0x&p_li=&p_topview=1） 
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険信託基金に 10.6％、障害保険信託基金に 1.8％、メディケア信託基金に 2.9％と、自動的

に振分け預託される39。 

 

（4）失業保険の財源 

 

財源は事業主が支払う連邦及び州の失業保険税である。税の負担はほとんどの州で事業

主側のみである。現在、アラスカ、ニュージャージー、ペンシルバニアの 3  州を除いて被用

者負担はない。課税基準は被用者に支払われる賃金で、連邦失業税は年間賃金の 7,000 ドル

を課税基準の上限としている。連邦失業保険税率は 1988 年から 2007 年まで 6.2 ％、2008 年

以降は毎暦年、6.0 ％40となる。ただ、2007 年現在税率は 6.2 ％であったが、州に税を支払

う事業主は 5.4 ％分の相殺控除を受けるため、ネットの税率は 0.8 ％である。すなわち税額

上限は 56 ドルである。連邦失業税は州の失業保険や雇用サービスプログラムの運営にあて

られる41。その他には拡大失業給付の費用の一部や、州の借入にも一部用いられる。 

 

ア 州別失業保険 

 各州の失業保険制度の税率については表 1 を参照。連邦労働省が推計した州別失業税の経

営者負担全国平均は 2.56 ％（2007 年）である42。被用者負担のある州について、ニュージ

ャージー州では、2007 年 7 月から 2008 年 6 月の税率は 0.3825 ％である43。 

 

（5）労災補償保険の保険料 

 労災保険の保険料は州別、産業別、企業ごとの過去の労災事故経験によって設定されてい

る。藤田（2007）によれば、平均的なコストは給与支払額の 1.71％（2003 年）とされてい

る。 

 

                                                 
39 関（2007） 
40 IRS Code TITLE 26--INTERNAL REVENUE CODE, Subtitle C--Employment Taxes, CHAPTER 23--FEDERAL 

UNEMPLOYMENT TAX ACT  Sec. 3301 

（http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=browse_usc&docid=Cite:+26USC3301） 
41 橋都（2006）及び U. S. Social Security Administration, 2006 
42 連邦労働省のホームページ参照：http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/finance.asp 
43 出所：ニュージャージー州労働省ホームページ 

（http://lwd.dol.state.nj.us/labor/employer/ea/rates/ea2008.html） 
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2 保険料徴収制度の概要 

 

 ISSA や ILO などの先行研究によれば、アメリカは社会保険料徴収が中央に一元化されてい

ると類型化されている44。その対象の中心は年金と医療であるため、労働保険まで視野に入

れて類型化した場合、アメリカが一元徴収制度とは言えない。 

 すなわち、失業保険と労災保険の徴収は分かれており、さらに失業保険は連邦税と州税に

分かれて別々に徴収されている。連邦失業税の徴収機関も州ごとに様々である。後述するメ

リーランド州とニュージャージー州の二つも前者は労働省が失業保険税を徴収し、ニュージ

ャージー州では州の歳入当局が徴収する。 

 

（1）保険税徴収機関の概要 

 社会保障税と連邦失業保険税は内国歳入庁（IRS）が徴収している。内国歳入庁は財務省

の一つの部局である。 

 内国歳入庁は内国歳入法典（Internal Revenue Code）セクション 7801 に基づき財務省の

職員としての責務を実行している。職員は内国歳入関連法規を監督、施行する権限をもつ。

内国歳入庁長官は内国歳入法典セクション 7803 に基づき内国歳入放棄を実行、適用するた

めの監理・監督権が付与されている45。 

 

ア 組織体制 

 4 つの主要な部局、賃金・投資部局（Wage and Investment）、大企業・中堅企業部局

（Large and Mid-Size Business）、小企業・自営業部局（Small Business/Self-Employed）、

非課税・政府部局（Tax-Exempt and Government Entities）とその他の諸々の部局（Office 

of Chief Counsel、Taxpayer Advocate Service、Office of Professional Responsibility 

(OPR)、Criminal Investigation、Appeals、Communications and Liaison、Whistleblower 

Office）からなる。 

 大企業・中堅企業部局は、産業別に、重工業、情報通信、小売・食品等など担当の部署が

分担されている46。 

 

イ 徴収額 

 内国歳入庁の 2006 年度総徴収額は 2 兆 5,186 億 8,023 万ドルであり、そのうち、源泉徴収

所得税・社会保障税の徴収額は、 1 兆 6,065 億 5,178 万ドル（63.7％）、連邦失業保険税の徴

収は、75 億 3311 万 9,000 ドル（0.3％）である47。 

                                                 
44 日本総研（2006）、松田（2005）、安田（2007）などにも同様の記述が見られる。 
45 出所：内国歳入庁のホームページ（http://www.irs.gov/irs/article/0,,id=98141,00.html） 
46 出所：内国歳入庁のホームページ（http://www.irs.gov/pub/irs-utl/lmsborg.pdf） 
47 出所：内国歳入庁のホームページ（http://www.irs.gov/taxstats/article/0,,id=168593,00.html） 
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3 保険料徴収に係る根拠法令 

 

（1）年金 

 被用者に関しては、内国歳入法典（IRS Code）セクション 3101 以下に規定されている。

事業主に関しては同法典セクション 3111 以下に規定されている48。 

 

（2）健康保険 

 内国歳入法典（IRS Code）セクション 3121 に規定されている。 

 

（3）失業保険 

 連邦失業保険税に関しては内国歳入法典（IRS Code）セクション 3301 以下に規定されて

いる49。州別失業保険に関しては各州法に基づく 

 

（4）滞納 

 内国歳入法典セクション 6651 に滞納税を規定している50。 

  

4 保険料納付の手続き・方法・時期 

  

 事業主は社会保険関連では、フォーム 941 を内国歳入庁に四半期ごと（中小企業は年に 1

回）に提出する。フォーム 941 は、事業主用の連邦税確定申告のための書式である。失業保

険関連では、フォーム 940（事業主用の年間連邦失業税の確定申告用の書式）を提出する。

またＷ2 シートを内国歳入庁に提出する。フォームＷ2 は、賃金・税申告（Wage and Tax 

Statement）で、内国歳入庁へ提出のほか、複写は社会保障庁へ提出分、州、市、地方政府

へ提出分、被用者が連邦税還付を行なうための複写、従業員記録のための複写、従業員が州、

市、地方政府に対して行なった還付書類に添付するための複写、事業主保管用の複写が添え

られている。 

 事業主は社会保障庁に対してフォーム W2 と W3 を提出することになる。W3 シートは事業

と源泉徴収額に関する情報を記載するフォームである。 

 被用者は年に 1 回フォーム 1040（個人の所得税確定申告用の書式）とフォーム W2 を内国

歳入庁に提出する。失業保険関連では、フォームＷ4（個人が源泉徴収するために事業主に

                                                 
48 出所：コーネル大学ロースクールホームページ 

（http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode26/usc_sup_01_26_10_C_20_21.html） 
49 出所：コーネル大学ロースクールホームページ 

（http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode26/usc_sup_01_26_10_C_20_23.html） 
50 出所：コーネル大学ロースクールホームページ 

（http://www.law.cornell.edu/uscode/26/usc_sec_26_00006651----000-.html） 
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提出する書式）を内国歳入庁に提出する51。 

 社会保障税は所得税とともに原則として毎月納付する。連邦失業保険税は四半期ごとの納

付である。四半期ごとに納付とは、課税対象期間、申告期限、納付期限については、以下の

通りである。 

 

表 4：社会保障税および失業保険税の納付期限 

期間 申告 納付 

1 月 1 日～3 月 31 日 4 月 30 日 4 月 30 日

4 月 1 日～6 月 30 日 7月 30 日 7月 30 日

7月 1 日～9 月 30 日 10 月 30 日 10 月 30 日

11 月 1 日～12 月 31 日 1 月 30 日 1 月 30 日

 

第 3 節 税徴収業務における問題点、課題等 

  

1 社会保険税徴収事務の一元化された背景 

 本節では、年金制度のみが中央一元化された理由、失業保険制度はごく限定的に中央一元

化され州別失業保険制度が併設されている理由、及び労災補償保険制度が州別に多様な制度

となっている理由について説明する。 

  

（1）年金制度が保険方式ではなく租税方式である理由 

 藤田ら（2000）によれば、年金保険は保険料方式ではなく、租税方式をとっていることが

アメリカの公的年金制度の特徴の一つである。これは連邦政府と州政府の役割分担が影響し

ている。アメリカ連邦憲法第 1 条（第 8 節）によって、連邦政府の役割は国防や通貨発行、

外交や外国貿易、州際通商の規制等に限定されており、福祉問題をはじめとする国内的な市

民生活の問題は州政府の所管する事項であるとされる。社会保障法が創設された 1930 年代

当時のルーズベルト大統領はアメリカ社会に社会保険の枠組みをもつことを強く要請したも

のの、上記のような理由から、連邦政府が保険者になるような制度の創設は違憲であると判

断される可能性が高かった。年金制度や失業保険制度に関しても、保険料を徴収する保険料

方式では違憲判決を受ける可能性が高く、制度創設ができないことが懸念された。しかしな

がら、社会保険であるとすれば、連邦政府が保険料を徴収しなければならず、違憲判決を回

避するために外形的には保険料方式をとらず租税方式にしたとされる。 

  

                                                 
51 松田（2005）および安田（2007）a、（2007）bを参照。 
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（2）年金保険に関する税の徴収制度が一元制度である理由 

 年金制度は長期の納付記録管理が必要であり、州を越えた労働者の移動を想定した場合、

州ごとに異なった制度を構築することは技術的に困難であったとされる。そのため、ルーズ

ベルト政権において社会保障法の立案にあたった経済保障委員会は、連邦全体で一つの年金

制度をつくることに固執したのである（藤田 2000）。 

 

（3）失業保険が連邦と州別に分かれている理由 

 失業保険制度は、連邦による社会保障制度構築時に、州別の失業保険制度が既に存在して

いたことが州別制度を温存するかたちで連邦制度を創設することになったとされる52。州別

失業保険制度がいくつかの州で整備されつつあり、連邦レベルでの制度と州レベル制度の両

者の調整が困難であったことが挙げられている53。 

 また、記述のとおり失業保険の拠出が事業主負担のみの州と労使拠出の州が混在している。

このことは、当時、整備されつつあった州別失業保険制度のねらいが大きくわけて 2 つあっ

たことを反映している。第 2 節 1 (4) で記述したとおり、州別失業保険税を拠出するのは多

くの州で事業主側のみであるが、3 つの州では労使から拠出する制度をなっている。1930 年

代に構築されつつあった失業保険制度には、次の 2 つのタイプが存在した。①事業主のみか

ら拠出するウィスコンシン・プラン。この制度の主眼にあったのは失業防止である。②労使

共同で拠出するオハイオ・プラン。この制度の主眼にあったのは失業救済である。結局、連

邦制度は企業別の雇用安定化を図ることを主眼におき事業主負担による制度を創設し、既存

の州別の制度は尊重されたため、オハイオ州、ニュージャージー州、アラスカ州では労使双

方からの拠出という制度が残っている。 

  

（4）労災保険が州別に多様な制度になっている理由 

 藤田（1972）及び藤田（1973）によれば、労災補償保険は 1910 年代に各州で成立し、

1930 年代以前にアメリカで現実に作動した唯一の社会保障制度であった。労働大臣官房統

計情報部（1962）によれば、1920 年までに 8 州を除く多くの州で制度が成立していた。この

ようにアメリカにおいて労災補償制度はその他の社会保障制度に比べて州別制度の成熟度が

高く、連邦政府としても州別制度を尊重する必要があったと考えられる。 

  

2 徴収一元制度の問題点、課題の発生状況、見直しの動きなど 

  

 米国の社会保障制度は、プログラム内容の変遷はあるものの、徴収の仕組みという点に関

して言えば、1930 年代の創設当初からほぼ同じ制度的枠組みで運営されてきたために、運

                                                 
52 中川(1994） 
53 藤田(1972)及び藤田（1973） 
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営当事者は制度に対する課題や問題意識を基本的にはもっていない。 

 ただ、メリーランド州では、他の多くの州とは異なり労働省が失業保険税を徴収し運営す

る、サービスを一貫して行っているということもあり、徴収と給付は同一組織で行うべきで

あるという問題意識は幾分強いように感じられた。これは現地での聞き取り調査の結果から

わかった所感である。 

 現地調査でのヒアリング結果から、失業保険や労災保険は州別に税率（保険料）や給付内

容が異なり、複雑である。このことに対する不満は経営者側に少なからずあるようだ。特に

州を越えて事業を営む経営者にとってはその管理が負担になっているようである。だた、連

邦政府と州政府の役割分担のため、連邦制度に統一することも現実的ではない。 

  

第 4 節 本調査でわかったこと―まとめ― 

 

 アメリカは一般的に社会保障制度に関する保険料が一括徴収されている国に類型化されて

いる。本調査でわかったことは、一元的徴収されているという見解は、社会保険制度に限定

した場合には正しいものの、労働保険を含めた視点では、一元的に徴収されているわけでは

ないということである。しかも、州別に保険制度の枠組みは異なり、制度的にも一元的では

なく、様々である。 

  

1 メリーランド州での労働保険・社会保険徴収の枠組み 

 メリーランド州では州別失業保険税の徴収も給付も労働省（Department of Labor, 

Licensing and Regulation）が行っている。すなわち、労働保険税は一元徴収されていない。

図 1 で示した左側の州別の労働保険税（保険料）の納付の枠組みを示したのが図 2 である。 

 

図 2：メリーランド州の労働保険納付の枠組み 
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2 ニュージャージー州での労働保険・社会保険徴収の枠組み 

 ニュージャージー州では州別失業保険税は州の歳入当局（New Jersey Division of 

Revenue）によって徴収されている。これは連邦失業税が内国歳入庁による徴収作業とは別

に行われている。すなわち、米国では労働保険税のうち連邦失業保険税は、連邦社会保障税

やその他の諸税とともに一元的に徴収されているものの、州別失業保険税は一元的に徴収さ

れているわけではない。また、ニュージャージー州は失業保険税を労使双方から徴収してい

る数少ない州でもある。 

 図 1 で示した左側の州別の労働保険税（保険料）の納付の枠組みを示したのが図 3 である。 

 

図 3：ニュージャージー州の労働保険納付の枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）徴収手数料 

 徴収業務が一元化されている場合、制度を運営する組織は徴収業務を委託している形にな

るため、そのための手数料のようなものを支払っているのではないかと想定できる。今回、

現地調査でもその点を質問した。だが、労働省の担当者は「徴収された連邦失業保険税のう

ち、数パーセントを吸い取られている」という表現に止まった。 
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